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国選弁護人の事務に関する契約約款 新旧対照表 

（下線は改正箇所） 

■国選弁護人の事務に関する契約約款 本則 

改 正 後（新） 改 正 前（旧） 

（国選弁護人の候補の指名に関する事項） 

第７条 （略） 

２ 前項の指名打診は、第４条第１項の契約申込

書により指定された連絡方法（第９条第１項の

規定により連絡方法の変更の届出があったと

き又は同条第３項の規定により変更の手続が

行われたときは、変更後の連絡方法）によって

行うものとする。 

３ （略） 

（国選弁護人の候補の指名に関する事項） 

第７条 （略） 

２ 前項の指名打診は、第４条第１項の契約申込

書により指定された連絡方法（第９条第１項の

規定により連絡方法の変更の届出があったと

きは、変更後の連絡方法）によって行うものと

する。 

 

３ （略） 

（契約申込書記載事項等の変更の届出） 

第９条 （略） 

２ （略） 

３ センターは、前２項の規定による届出がない

場合においても、第４条第２項第１号から第３

号までに掲げる事項又は所属弁護士会に変更が

あったことを知ったときは、これらの事項につ

いて変更の手続を行うことができる。 

（契約申込書記載事項等の変更の届出） 

第９条 （略） 

２ （略） 

（新設） 

（報告先に関する事項） 

第１３条 （削る） 

 

 

（削る） 

 

 

  前３条に規定する報告は、国選弁護人に選任

された事件について指名通知を行った地方事務

所（以下「指名等事務所」という。）に対して行

わなければならない。 

（届出先及び報告先に関する事項） 

第１３条 第９条第１項に規定する届出は、契約

申込書を提出した地方事務所に対して行わなけ

ればならない。 

２ 第９条第２項に規定する届出は、変更後の所

属弁護士会に対応する地方事務所に対して行わ

なければならない。 

３ 前３条に規定する報告は、国選弁護人に選任

された事件について指名通知を行った地方事務

所（以下「指名等事務所」という。）に対して行

わなければならない。 

 （報告書に記載すべき事項） 

第２０条 （略） 

２～５ （略） 

 （報告書に記載すべき事項） 

第２０条 （略） 

２～５ （略） 
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６ 上告審（刑事訴訟規則（昭和２３年最高裁判

所規則第３２号）第２５７条に規定する上告審

としての事件受理の申立てに係る手続を含む。

以下同じ。）の被告事件の国選弁護人に選任さ

れた普通国選弁護人契約弁護士が報酬及び費用

を請求するときに前条第３項に規定する報告書

に記載しなければならない事項については、前

項の規定を準用する。この場合において、別表

Ａ５に「原審の判決手続の種類（即決被告事件、

簡易裁判所事件、地方裁判所事件又は家庭裁判

所事件の別）」とあるのは「第一審の判決手続

の種類（即決被告事件、簡易裁判所事件、地方

裁判所事件、家庭裁判所事件又は高等裁判所事

件の別）」と、「控訴趣意書等」とあるのは「上

告趣意書等」と、「控訴審」とあるのは「上告

審」と、「控訴が」とあるのは「上告若しくは上

告審としての事件受理の申立てが」と、「被告

人と接見等を行うことなく控訴趣意書等を作成

提出したとき（弁護人が被告人に対して接見又

は打合せの申入れをしていたときを除く。）」

とあるのは「被告人と連絡をとることなく上告

趣意書等を作成提出したとき」と読み替えるも

のとする。 

７ （略） 

６ 上告審（刑事訴訟規則（昭和２３年最高裁判

所規則第３２号）第２５７条に規定する上告審

としての事件受理の申立てに係る手続を含む。

以下同じ。）の被告事件の国選弁護人に選任さ

れた普通国選弁護人契約弁護士が報酬及び費用

を請求するときに前条第３項に規定する報告書

に記載しなければならない事項については、前

項の規定を準用する。この場合において、別表

Ａ５に「原審の判決手続の種類（即決被告事件、

簡易裁判所事件、地方裁判所事件又は家庭裁判

所事件の別）」とあるのは「第一審の判決手続

の種類（即決被告事件、簡易裁判所事件、地方

裁判所事件、家庭裁判所事件又は高等裁判所事

件の別）」と、「控訴趣意書等」とあるのは「上

告趣意書等」と、「控訴」とあるのは「上告若し

くは上告審としての事件受理の申立て」と、「被

告人と接見等を行うことなく控訴趣意書等を作

成提出したとき（弁護人が被告人に対して接見

又は打合せの申し入れをしていたときを除

く。）」とあるのは「被告人と連絡をとることな

く上告趣意書等を作成提出したとき」と読み替

えるものとする。 

 

７ （略） 

（第１９条第３項に規定する期間内に報酬及び

費用が請求された場合の手続） 

第２２条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項及び前項の規定にかかわらず、センタ

ーは、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、第１項又は前項に規定する期間をそ

れぞれ７日以内に限り延長することができる。

この場合において、センターは、当該一般国選

弁護人契約弁護士に対し、遅滞なく、延長する

日数及び延長の理由を相当と認める方法により

（第１９条第３項に規定する期間内に報酬及び

費用が請求された場合の手続） 

第２２条 （略） 

２～４ （略） 

（新設） 
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通知する。 

６ センターは、報酬及び費用を請求した一般国

選弁護人契約弁護士に対し、次の各号に掲げる

区分に従い、当該各号に定める日までに、契約

申込書により指定された預金口座又は貯金口座

（第９条第１項の規定により預金口座又は貯金

口座を変更する旨の届出があったときは、変更

後の預金口座又は貯金口座。以下「指定口座」

という。）に振り込む方法により、報酬及び費

用を支払う。 

一 （略） 

二 第２項の不服の申立てがあったとき 第４

項の通知をした日（前項の規定により第４項

に規定する期間が延長された場合には、延長

後に同項の通知をした日）の属する月の翌月

２０日 

 

５ センターは、報酬及び費用を請求した一般国

選弁護人契約弁護士に対し、次の各号に掲げる

区分に従い、当該各号に定める日までに、契約

申込書により指定された預金口座又は貯金口座

（第９条第１項の規定により預金口座又は貯金

口座を変更する旨の届出があったときは、変更

後の預金口座又は貯金口座。以下「指定口座」

という。）に振り込む方法により、報酬及び費

用を支払う。 

一 （略） 

二 第２項の不服の申立てがあったとき 前項

の通知をした日の属する月の翌月２０日 

（第１９条第３項に規定する期間内に報酬及び

費用の請求がされなかった場合の手続） 

第２３条 （略） 

２～５ （略） 

６ 前条第２項から第６項までの規定は、前項の

通知に係る報酬及び費用の算定に関する不服の

申立てについて準用する。 

（第１９条第３項に規定する期間内に報酬及び

費用の請求がされなかった場合の手続） 

第２３条 （略） 

２～５ （略） 

６ 前条第２項から第５項までの規定は、前項の

通知に係る報酬及び費用の算定に関する不服の

申立てについて準用する。 

（第２３条第１項の通知後、一般国選弁護人契

約弁護士から同条第２項に規定する期間内に請

求がない場合等の手続） 

第２４条 （略） 

２～５ （略） 

６ 第２２条第２項から第６項までの規定は、第

４項第１号及び前項の通知に係る報酬及び費

用の算定に関する不服の申立てについて準用

する。 

７ （略） 

８ 一般国選弁護人契約弁護士が前条第２項に規

定する請求をした場合であって、やむを得ない

（第２３条第１項の通知後、一般国選弁護人契

約弁護士から同条第２項に規定する期間内に請

求がない場合等の手続） 

第２４条 （略） 

２～５ （略） 

６ 第２２条第２項から第５項までの規定は、第

４項第１号及び前項の通知に係る報酬及び費

用の算定に関する不服の申立てについて準用

する。 

７ （略） 

８ 一般国選弁護人契約弁護士が前条第２項に規

定する請求をした場合であって、やむを得ない
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事由により第１９条第３項に規定する期間内に

同項に規定する報告書を提出して報酬及び費用

を請求することができなかったとは認められな

い場合において、当該一般国選弁護人契約弁護

士が、判決の宣告によって選任に係る被告事件

についてその審級における手続が終了したこと

を証する書面（控訴審又は上告審の被告事件の

国選弁護人に選任された一般国選弁護人契約弁

護士にあっては、算定基準第３８条第１項の控

訴趣意書等（以下この約款の本則において「控

訴趣意書等」という。）又は同基準第４９条第

１項の上告趣意書等（以下この約款の本則にお

いて「上告趣意書等」という。）を裁判所に提出

したことを証する書面）を提出し、かつ同基準

第１７条第１項各号（控訴審において国選弁護

人に選任された一般国選弁護人契約弁護士にあ

っては同基準第４０条各号、上告審において国

選弁護人に選任された一般国選弁護人契約弁護

士にあっては同基準第５３条各号）に掲げる事

由がいずれもないと認められるときは、第１項

及び第４項の規定にかかわらず、同基準第３６

条第３項に定めるところにより当該一般国選弁

護人契約弁護士に支給すべき報酬及び費用の額

を算定し、当該算定に係る報酬及び費用の額及

び内訳を通知する。 

９ 第１項、第４項、第５項、第７項及び第８項

に規定する通知に係る額の報酬及び費用の支払

については、第２２条第６項の規定を準用する。 

事由により第１９条第３項に規定する期間内に

同項に規定する報告書を提出して報酬及び費用

を請求することができなかったとは認められな

い場合において、当該一般国選弁護人契約弁護

士が、判決の宣告によって選任に係る被告事件

についてその審級における手続が終了したこと

を証する書面（控訴審又は上告審の被告事件の

国選弁護人に選任された一般国選弁護人契約弁

護士にあっては、算定基準第３８条第１項の控

訴趣意書等又は同基準第４９条第１項の上告趣

意書等を裁判所に提出したことを証する書面）

を提出し、かつ同基準第１７条第１項各号（控

訴審において国選弁護人に選任された一般国選

弁護人契約弁護士にあっては同基準第４０条各

号、上告審において国選弁護人に選任された一

般国選弁護人契約弁護士にあっては同基準第５

３条各号）に掲げる事由がいずれもないと認め

られるときは、第１項及び第４項の規定にかか

わらず、同基準第３６条第３項に定めるところ

により当該一般国選弁護人契約弁護士に支給す

べき報酬及び費用の額を算定し、当該算定に係

る報酬及び費用の額及び内訳を通知する。 

 

 

 

９ 第１項、第４項、第５項、第７項及び第８項

に規定する通知に係る額の報酬及び費用の支払

については、第２２条第５項の規定を準用する。 

（中間払いの手続等） 

第２９条 （略） 

２～６ （略） 

７ センターは、普通国選弁護人契約弁護士から

第５項の不服の申立てを受けたときは、中間払

いに係る報酬及び費用を再度算定し、当該不服

の申立てを受けた日から７日以内に、当該普通

（中間払いの手続等） 

第２９条 （略） 

２～６ （略） 

７ センターは、普通国選弁護人契約弁護士から

第５項の不服の申立てを受けたときは、中間払

いに係る報酬及び費用を再度算定し、当該不服

の申立てを受けた日から７日以内に、当該普通
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国選弁護人契約弁護士に、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める事項を通知する。 

 

一・二 （略） 

８ 第４項及び前項の規定にかかわらず、センタ

ーは、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、第４項又は前項に規定する期間をそ

れぞれ７日以内に限り延長することができる。

この場合において、センターは、当該普通国選

弁護人契約弁護士に対し、遅滞なく、延長する

日数及び延長の理由を相当と認める方法により

通知する。 

９ センターは、報酬及び費用の中間払いを請求

した普通国選弁護人契約弁護士に対し、次の各

号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日ま

でに、指定口座に振り込む方法により、報酬及

び費用の中間払いをする。 

一 （略） 

二 第５項の不服の申立てがあったとき 第７

項の通知をした日（前項の規定により第７項

に規定する期間が延長された場合には、延長

後に同項の通知をした日）の属する月の翌月

２０日 

国選弁護人契約弁護士に、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める事項を通知しなけ

ればならない。 

一・二 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

８ センターは、報酬及び費用の中間払いを請求

した普通国選弁護人契約弁護士に対し、次の各

号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日ま

でに、指定口座に振り込む方法により、報酬及

び費用の中間払いをする。 

一 （略） 

 二 第５項の不服の申立てがあったとき 前項

の通知をした日の属する月の翌月２０日 

（中間払い後の中間払い） 

第３０条 （略） 

２ 前条第２項から第９項までの規定は、前項の

請求について準用する。 

３ （略） 

（中間払い後の中間払い） 

第３０条 （略） 

２ 前条第２項から第８項までの規定は、前項の

請求について準用する。 

３ （略） 

（記録謄写費用及び通訳人費用の中間払い） 

第３１条 （略） 

２ 第２９条第２項から第９項までの規定は、記

録謄写費用及び通訳人費用の中間払いについて

準用する。 

３ （略） 

（記録謄写費用及び通訳人費用の中間払い） 

第３１条 （略） 

２ 第２９条第２項から第８項までの規定は、記

録謄写費用及び通訳人費用の中間払いについて

準用する。 

３ （略） 
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（一般国選弁護人契約弁護士による解約） 

第３７条 （略） 

２ （略） 

３ 一般国選弁護人契約弁護士が一般国選弁護人

契約を解約するときは、センターに対して解約

申出書を提出しなければならない。 

 

４・５ （略） 

（一般国選弁護人契約弁護士による解約） 

第３７条 （略） 

２ （略） 

３ 一般国選弁護人契約弁護士が一般国選弁護人

契約を解約するときは、契約の申込みを行った

地方事務所に対して解約申出書を提出しなけれ

ばならない。 

４・５ （略） 

附 則（令和６年３月２８日法務大臣変更認可） 

（施行期日） 

第１条 この約款の変更は、令和６年４月１日か

ら施行する。ただし、変更後の算定基準第１１

条第３項及び第４７条の規定並びに変更後の同

基準別表Ｇ２の４の項の規定並びに附則第４条

第１項から第４項までの規定は、刑法等の一部

を改正する法律（令和４年法律第６７号。附則

第４条において「刑法等一部改正法」という。）

の施行の日から施行する。 

（経過措置の原則） 

第２条 変更後の約款は、この附則に特別の定め

がある場合を除き、施行期日後に裁判所等から

の指名通知請求があった事件及び最初に公訴の

提起があった事件について適用し、その余の事

件については、なお従前の例による。 

（届出に関する経過措置） 

第３条 変更後の約款の施行期日前に変更前の第

１３条第１項又は第２項の規定により行われた

届出は、それぞれ第９条第１項又は第２項の規

定により行われた届出とみなす。 

（拘禁刑に関する経過措置） 

第４条 刑法等一部改正法の施行前にした行為に

係る罪に関しては、変更後の算定基準第１１条

第３項の規定の適用については、無期の懲役又

は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当た

る罪とみなす。 

（新設） 



 

7 
 

２ 原判決の宣告刑が死刑又は無期の懲役の事件

に関しては、変更後の算定基準第４７条におい

て読み替えて準用する同基準第３１条第４項

（第２号に係る部分に限る。）の規定の適用に

ついては、原判決の宣告刑が死刑又は無期の懲

役の事件は原判決の宣告刑が死刑又は無期拘禁

刑の事件とみなす。 

３ 原審の判決の内容が死刑又は無期の懲役の事

件に関しては、変更後の算定基準第５４条にお

いて読み替えて準用する変更後の同基準第４７

条において読み替えて準用する同基準第３１条

第４項（第２号に係る部分に限る。）の規定の

適用については、原審の判決の内容が死刑又は

無期の懲役の事件は原審の判決の内容が死刑又

は無期拘禁刑の事件とみなす。 

４ 刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る

罪に関しては、変更後の算定基準別表Ｇ２の４

の項の規定の適用については、無期又は短期１

年以上の懲役又は禁錮の定めがある罪はそれぞ

れ無期又は短期１年以上の拘禁刑の定めがある

罪とみなす。 

５ 変更後の約款の施行の日から刑法等一部改正

法の施行の日の前日までの間における変更後の

算定基準別表Ｇ２の３－２の項の規定の適用に

ついては、同項中「無期拘禁刑」とあるのは、

「無期の懲役若しくは禁錮」とする。刑法等一

部改正法の施行の日後における刑法等一部改正

法の施行の日前にした行為に対する同項の規定

の適用についても、同様とする。 
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国選弁護人の事務に関する契約約款 新旧対照表 

（下線は改正箇所） 

■国選弁護人の事務に関する契約約款 本則別表Ａ１、Ａ４、Ａ５、Ｂ 

改 正 後（新） 改 正 前（旧） 

本則別表Ａ１ 

番号 請求する報酬及び

費用 

報告書に記載すべき事項 

1 報酬及び費用 （略） 

（6）被疑者が鑑定のために留置さ

れているときは、鑑定のために

留置されている期間 

（略） 

(略) （略） （略） 

5 算定基準第 30 条

第 1 項に規定する

特別成果加算報酬

のうち、同基準別

表Ｇ１番号１、１

－２又は２に掲げ

るもの 

（略） 

6 算定基準第 30 条

第 1 項に規定する

当該報酬を請求する旨及び算定基

準別表Ｇ１番号３から６までの成

本則別表Ａ１ 

番号 請求する報酬及び

費用 

報告書に記載すべき事項 

1 
 

報酬及び費用 
 

（略） 

（6）被疑者が勾留の執行停止期間中

に鑑定のために留置されていると

きは、鑑定のために留置されてい

る期間 

（略） 

(略) （略） （略） 

5 算定基準第 30 条

に規定する特別成

果 加 算 報 酬 の う

ち、同基準別表Ｇ

１番号１、１－２

又は２に掲げるも

の 

（略） 

6 算定基準第 30 条

に規定する特別成

当該報酬を請求する旨及び同基準別

表Ｇ１番号３から６までの成果の欄
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特別成果加算報酬

のうち、同基準別

表Ｇ１番号３から

６までに掲げるも

の 

果の欄に掲げる成果（複数の成果

があるときはそのすべて）の内容 

(略） （略） （略） 
 

果 加 算 報 酬 の う

ち、同基準別表Ｇ

１番号３から６ま

でに掲げるもの 
 

に掲げる成果（複数の成果があると

きはそのすべて）の内容 

(略） （略） （略） 
 

本則別表Ａ４ 

番号 請求する報酬及

び費用 

報告書に記載すべき事項 

1 報酬及び費用 （略） 

（6）国選弁護人に選任された被告事

件が裁判員裁判事件（算定基準第

11 条第 4 項に規定する裁判員裁判

事件をいう。以下この約款の本則

において同じ。）であるときは、そ

の旨、合議体の構成及び他の国選

弁護人の有無 

（略） 

（14）公判前整理手続期日（刑事訴

訟規則（昭和 23 年最高裁判所規則

第 32 号）第 178 条の 16 第１項に

規定する打合せの期日を含む。以

本則別表Ａ４ 

番号 請求する報酬及

び費用 

報告書に記載すべき事項 

1 報酬及び費用 （略） 

（6）国選弁護人に選任された被告事

件が算定基準第 11 条第 5 項に規

定する裁判員裁判事件であるとき

は、その旨、合議体の構成及び他

の国選弁護人の有無 

 

 

（略） 

（14）公判前整理手続期日（刑事訴

訟規則（昭和 23 年最高裁判所規則

第 32 号）第 178 条の 15 第１項に

規定する打合せの期日を含む。以
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下同じ。）又は期日間整理手続期日

（第１回公判期日後に同項に規定

する打合せに準じて行われる打合

せの期日を含む。以下同じ。）に出

頭したときは、その日 

（略） 

（19）第１回公判期日の前に解任さ

れた普通国選弁護人契約弁護士、

第１回公判期日の前に公訴棄却の

判決若しくは決定があったことに

より活動を終了した普通国選弁護

人契約弁護士又は第１回公判期日

の前に略式命令に対する正式裁判

の請求が取り下げられたことによ

り活動を終了した普通国選弁護人

契約弁護士が、被告人との接見、

電話交通若しくは打合せを行った

とき、記録の閲覧若しくは謄写を

行ったとき、記録の十分な検討を

行ったとき又は裁判所に意見書そ

の他これに準ずる書面の提出をし

たときはその旨及び公判係属中に

弁護人が辞任し又は解任された即

下同じ。）又は期日間整理手続期日

に出頭したときは、その日 

 

 

 

（略） 

（19）第１回公判期日の前に解任さ

れた普通国選弁護人契約弁護士又

は第１回公判期日の前に略式命令

に対する正式裁判の請求が取り下

げられたことにより活動を終了し

た普通国選弁護人契約弁護士が、

被告人との接見、電話交通又は打

合せを行ったとき、記録の閲覧又

は謄写を行ったとき、又は記録の

十分な検討を行ったときは、その

旨 
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決被告事件以外の第一審の被告事

件の後任弁護人に選任された場合

において、当該選任の時点以後に

選任に係る被告事件の実質公判期

日がなかったことにより活動を終

了した普通国選弁護人契約弁護士

が、被告人との接見、電話交通若

しくは打合せを行ったとき、記録

の閲覧若しくは謄写を行ったと

き、記録の十分な検討を行ったと

き又は裁判所に意見書その他これ

に準ずる書面の提出をしたときは

その旨 

（略） 

(略) （略） （略） 

6 算定基準第 30 条

第 2 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

当該報酬を請求する旨、並びに請求

の内容に応じて、公訴事実及び判決

で認定された犯罪事実の内容、公訴

事実及び判決で認定された犯罪事実

に適用される罰条、刑の減軽又は免

除の理由となった事実及び実質公判

期日において争った事実（少年法第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(略) （略） （略） 

6 算定基準第 30 条

第 2 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

当該報酬を請求する旨、並びに請求

の内容に応じて、公訴事実及び判決

で認定された犯罪事実の内容、公訴

事実及び判決で認定された犯罪事実

に適用される罰条、刑の減軽又は免

除の理由となった事実及び実質公判

期日において争った事実 
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55条に基づく家庭裁判所への移送を

主張したことを含む。） 

(略) （略） （略） 

8 算定基準第 30 条

第 4 項及び第 5

項に規定する特

別成果加算報酬 

当該報酬を請求する旨及び算定基準

別表Ｇ３の成果の欄に掲げる成果

（複数の成果があるときはそのすべ

て）の内容（同基準第 30 条第 5 項の

場合にあっては、普通国選弁護人契

約弁護士が、選任に係る被告事件に

ついて、当該成果に係る事実を証明

する書面を取得した後、当該書面が

選任に係る被告事件の公判手続にお

いて証拠として取り調べられるより

も前に解任され、被告人又は後任の

弁護人に当該書面を引き継いだ旨） 

(略) （略） （略） 

   
 

 

 

(略) （略） （略） 

8 算定基準第 30 条

第 4 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

当該報酬を請求する旨及び同基準別

表Ｇ３番号１から４までの成果の欄

に掲げる成果（複数の成果があると

きはそのすべて）の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) （略） （略） 

   
 

本則別表Ａ５ 

番号 請求する報酬及

び費用 

報告書に記載すべき事項 

1 報酬及び費用 （略） 

（削る） 

 

本則別表Ａ５ 

番号 請求する報酬及

び費用 

報告書に記載すべき事項 

1 報酬及び費用 （略） 

（5)原審の記録の丁数が１０００を

超えるときはその丁数 
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（5）～（7） （略） 

（削る） 

 

（8）・（9） （略） 

（10）普通国選弁護人契約弁護士が

控訴趣意書等の提出前に、国選弁

護人を解任された場合、選任に係

る控訴審の被告事件に公訴棄却

の判決若しくは決定があった場

合若しくは控訴が取り下げられ

た場合又は前任弁護人が控訴趣

意書等を提出した後に解任され

た控訴審の被告事件の後任弁護

人に選任された場合において、被

告人との接見、電話交通若しくは

打合せを行ったとき、接見等をせ

ず、接見若しくは打合せの申入れ

を行ったとき、原審の記録の閲

覧、謄写若しくは原審弁護人から

の謄写記録の引継ぎを行ったと

き、原審の記録の十分な検討を行

ったとき又は裁判所に意見書そ

（6）～（8） （略） 

（ 9）整理手続期日に出頭したとき

は、その日 

（10）・（11） （略） 

（12）控訴趣意書等の提出前に、控訴

が取り下げられ又は解任された場

合で、被告人との接見、電話交通若

しくは打合せを行ったとき、接見

等をせず、接見又は打合せの申し

入れを行ったとき、原審の記録の

閲覧、謄写又は原審弁護人からの

謄写記録の引継ぎを行ったとき又

は原審の記録の十分な検討を行っ

たときは、その旨 
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の他これに準ずる書面の提出を

したときは、その旨 

（11）記録の閲覧、謄写及び原審弁

護人からの謄写記録の引継ぎを行

うことなく、控訴趣意書等を作成

提出したとき又は被告人と接見等

を行うことなく控訴趣意書等を作

成提出したとき（弁護人が被告人

に対して接見又は打合せの申入れ

をしていたときを除く。）は、その

旨 

（12） （略） 

(略) （略） （略） 

6 算定基準第 30 条

第 2項及び第 3項

に規定する特別

成果加算報酬 

（1）当該報酬を請求する旨、並びに

請求の内容に応じて、公訴事実及

び判決で認定された犯罪事実の内

容、公訴事実及び判決で認定され

た犯罪事実に適用される罰条、刑

の減軽又は免除の理由となった事

実及び実質公判期日において争っ

た事実（少年法第 55 条に基づく家

庭裁判所への移送を主張したこと

を含む。） 

 

 

（13）記録の閲覧、謄写及び原審弁護

人からの謄写記録の引継ぎを行う

ことなく、控訴趣意書等を作成提

出したとき又は被告人と接見等を

行うことなく控訴趣意書等を作成

提出したとき（弁護人が被告人に

対して接見又は打合せの申し入れ

をしていたときを除く。）は、その

旨 

（14） （略） 

(略) （略） （略） 

6 算定基準第 30 条

第 2項及び第 3項

に規定する特別

成果加算報酬 

（1）当該報酬を請求する旨、並びに

請求の内容に応じて、公訴事実及

び判決で認定された犯罪事実の内

容、公訴事実及び判決で認定され

た犯罪事実に適用される罰条、刑

の減軽又は免除の理由となった事

実及び実質公判期日において争っ

た事実 
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（略） 

7 算定基準第 30 条

第 4項及び第 5項

（同基準第 44 条

第 2 項に規定す

る場合を含む。）

に規定する特別

成果加算報酬 

当該報酬を請求する旨及び算定基

準別表Ｇ３の成果の欄に掲げる成

果（複数の成果があるときはそのす

べて）の内容（同基準第 30 条第 5 項

の場合にあっては、普通国選弁護人

契約弁護士が、選任に係る被告事件

について、当該成果に係る事実を証

明する書面を取得した後、当該書面

が選任に係る被告事件の公判手続

において証拠として取り調べられ

るよりも前に解任され、被告人又は

後任の弁護人に当該書面を引き継

いだ旨） 

(略) （略） （略） 

16 算定基準第 38 条

第 3 項（同基準第

41 条第 3 項にお

いて読み替えて

準用する場合を

含む。）に規定す

る基礎報酬 

当該報酬を請求する旨及び算定基

準第 38 条第 3 項各号に掲げる事由

の種類 

 

 

 

 

（略） 

7 算定基準第 30 条

第 4 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該報酬を請求する旨及び同基準別

表Ｇ３番号１から４までの成果の欄

に掲げる成果（複数の成果があると

きはそのすべて）の内容 

(略) （略） （略） 

（新設) 
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17 算定基準第 49 条

第 2 項（同基準第

54 条において読

み替えて準用す

る同基準第 41 条

第 3 項において

読み替えて準用

す る 場 合 を 含

む。）に規定する

基礎報酬 

当該報酬を請求する旨及び算定基

準第 49 条第 2 項各号に掲げる事由

の種類 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

本則別表Ｂ 

番号 請求する報酬及

び費用 

疎明資料 

(略) （略） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

本則別表Ｂ 

番号 請求する報酬及

び費用 

疎明資料 

(略) （略） （略） 

2 原審の記録の丁

数が１０００を

超える控訴審又

は上告審の被告

事件の国選弁護

人に選任された

普通国選弁護人

契約弁護士の当

原審の記録の丁数を疎明する資料 
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2 （略） （略） 

(略) （略） （略） 

4 算定基準別表Ｇ

１番号 3から 6ま

でに掲げる特別

成果加算報酬 

減刑嘆願書（被疑者又は被告人を宥

恕し寛大な処分を求める内容の文

書をいう。以下同じ。）の写し、損害

賠償をした事実を疎明する書面の

写し又は和解契約書の写し及びこ

れらの書面の原本若しくは写しが

検察官に提出されたことを疎明す

る資料 

5 算定基準第 30 条

第 2 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

公訴事実又は刑の減免事由の不存

在を争ったこと（少年法第 55 条に

基づく家庭裁判所への移送を主張

したことを含む。）を疎明する資料 

(略) （略） （略） 

7 算定基準第 30 条

第 4 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

減刑嘆願書の写し若しくは被害者

等（被害者、被害者が死亡した場合

の被害者の相続人、被害者が未成年

である場合又は被害者の精神に重

大な故障がある場合の被害者の法

定代理人及びこれに準ずる者をい

該記録の丁数に

応じた基礎報酬 

2-2 （略） （略） 

(略) （略） （略） 

4 算定基準別表Ｇ

１番号 3から 6ま

でに掲げる特別

成果加算報酬 

減刑嘆願書の写し、損害賠償をした

事実を疎明する書面の写し又は和解

契約書の写し及びこれらの書面の原

本若しくは写しが検察官に提出され

たことを疎明する資料 

 

 

 

5 算定基準第 30 条

第 2 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

公訴事実又は刑の減免事由の不存在

を争ったことを疎明する資料 

(略) （略） （略） 

7 算定基準第 30 条

第 4 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

減刑嘆願書の写し、損害賠償をした

事実を疎明する書面の写し又は和解

契約書の写し及びこれらの書面の原

本若しくは写しが公判において証拠

として取り調べられたことを疎明す

る資料 
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う。以下同じ。）が公判手続において

減刑嘆願証言（被疑者又は被告人を

宥恕し寛大な処分を求める内容の

証言をいう。以下同じ。）をした事実

を疎明する裁判書謄本、証人尋問調

書若しくは刑事訴訟規則第 52 条の

21 所定の書面の写し、損害賠償をし

た事実を疎明する書面の写し又は

和解契約書の写し及びこれらの書

面（被害者等が公判手続において減

刑嘆願証言をした事実を疎明する

裁判書謄本、証人尋問調書及び刑事

訴訟規則第 52 条の 21 所定の書面を

除く。）の原本又は写しが公判手続

において証拠として取り調べられ

たことを疎明する資料 

8 算定基準第 30 条

第 5 項に規定す

る特別成果加算

報酬 

減刑嘆願書の写し、損害賠償をした

事実を疎明する書面の写し又は和

解契約書の写し及びこれらの書面

の原本又は写しを被告人又は後任

の弁護人に引き継いだことを疎明

する資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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9 ～

17 

（略） （略） 

 

8 ～

16 

（略） （略） 

・ 
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国選弁護人の事務に関する契約約款 新旧対照表 

（下線は改正箇所） 

■国選弁護人の事務に関する契約約款 別紙算定基準 

改 正 後（新） 改 正 前（旧） 

（被告人の国選弁護人の報酬及び費用） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の刑事訴訟法の規定に基づき、重大合議

事件（裁判所法第２６条第２項第２号に掲げる

被告事件であり、死刑若しくは無期拘禁刑に当

たる罪に係る被告事件又は故意の犯罪行為によ

り被害者を死亡させた罪に係る被告事件であっ

て、次項の裁判員裁判事件以外のものをいう。

以下同じ。）の国選弁護人に選任された普通国

選弁護人契約弁護士の報酬及び費用は、次の各

号に掲げるものとする。 

 一・二 （略） 

４ 第２項の刑事訴訟法の規定に基づき、裁判員

裁判事件（裁判員の参加する刑事裁判に関する

法律（平成１６年法律第６３号）第２条第１項

に規定する裁判員の参加する合議体で取り扱う

被告事件をいう。以下同じ。）の国選弁護人に

選任された普通国選弁護人契約弁護士の報酬及

び費用は、次の各号に掲げるものとする。 

 

一・二 （略） 

５ （略） 

（被告人の国選弁護人の報酬及び費用） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の刑事訴訟法の規定に基づき、重大合議

事件（裁判所法第２６条第２項第２号に掲げる

被告事件であり、死刑又は無期の懲役若しくは

禁錮に当たる罪に係る被告事件又は故意の犯罪

行為により被害者を死亡させた罪に係る被告事

件であって、次項の裁判員裁判事件以外のもの

をいう。以下同じ。）の国選弁護人に選任され

た普通国選弁護人契約弁護士の報酬及び費用

は、次の各号に掲げるものとする。 

 一・二 （略） 

４ 第２項の刑事訴訟法の規定に基づき、裁判員

裁判事件（重大合議事件であって、裁判員の参

加する刑事裁判に関する法律（平成１６年法律

第６３号）第２条第１項に規定する裁判員の参

加する合議体で取り扱われた被告事件をいう。

以下同じ。）の国選弁護人に選任された普通国

選弁護人契約弁護士の報酬及び費用は、次の各

号に掲げるものとする。 

 一・二 （略） 

５ （略） 

（被疑者の国選弁護人の基礎報酬） 

第１２条 被疑者の国選弁護人に選任された普通

国選弁護人契約弁護士が、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該普通国選弁護人契約弁

護士に基礎報酬を支給する。当該各号のいずれ

にも該当するときは、接見、電話交通又は準接

見の回数を通算して基礎報酬を支給する。 

一 被疑者弁護期間（初回の接見、電話交通又

（被疑者の国選弁護人の基礎報酬） 

第１２条 被疑者の国選弁護人に選任された普通

国選弁護人契約弁護士が、被疑者弁護期間（初

回の接見、電話交通又は準接見が行われた日を

初日とし、被疑者が釈放（勾留の執行停止によ

るときを除く。以下同じ。）若しくは起訴され

又は家庭裁判所に送致された日（その日以前に

国選弁護人を解任されたときは解任の日）を最
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は準接見が行われた日を初日とし、被疑者が

釈放若しくは起訴され又は家庭裁判所に送致

された日（その日以前に国選弁護人を解任さ

れたときは解任の日）を最終日とする期間で、

勾留の執行停止期間を除いた期間をいう。以

下同じ。）中に選任に係る被疑事件の被疑者

と接見、電話交通又は準接見をしたとき。 

二 選任に係る被疑事件の被疑者が鑑定のため

に留置されている場合において、その鑑定留

置弁護期間（初回の接見、電話交通又は準接

見が行われた日を初日とし、鑑定留置が終了

した日（その日以前に国選弁護人を解任され

たときは解任の日）を最終日とする期間をい

う。以下同じ。）中に当該被疑者と接見、電話

交通又は準接見をしたとき。 

 

 

２・３ （略） 

４ 基準接見回数は、算定基準別表Ｂ１に掲げる

弁護期間に応じて、当該別表に定める回数とす

る。ただし、第１項第２号に規定する場合にお

いては、鑑定留置弁護期間を７で除して得た日

数（その日数が２０日を超えるときは、２０日。

以下この項において同じ。）を、当該日数が被

疑者弁護期間を超えるときは当該日数を当該別

表における被疑者弁護期間として取り扱う。 

５ （略） 

終日とする期間で、勾留の執行停止期間を除い

た期間をいう。以下同じ。）中に選任に係る被

疑事件の被疑者と接見、電話交通又は準接見を

したとき、又は選任に係る被疑事件の被疑者の

勾留の執行が停止され、当該被疑者が鑑定のた

めに留置されている場合において、その勾留の

執行の停止期間中に当該被疑者と接見、電話交

通又は準接見をしたときは、当該普通国選弁護

人契約弁護士に基礎報酬を支給する。選任に係

る被疑事件について、被疑者が勾留を伴うこと

なく鑑定のために留置されている場合におい

て、その鑑定留置弁護期間（初回の接見、電話

交通又は準接見が行われた日を初日とし、鑑定

留置が終了した日（その日以前に国選弁護人を

解任されたときは解任の日）を最終日とする期

間をいう。以下同じ。）中に当該被疑者と接見、

電話交通又は準接見をしたときも同様とする。 

２・３ （略） 

４ 基準接見回数は、算定基準別表Ｂ１に掲げる

弁護期間に応じて、当該別表に定める回数とす

る。ただし、第１項後段に規定する場合におい

ては、鑑定留置弁護期間を７で除して得た日数

（当該日数が２０日を超える場合は２０日とす

る。）を、当該別表における被疑者弁護期間と

して取り扱う。 

 

５ （略） 

（整理手続期日に対する加算報酬に関する特

則） 

第２１条の２ 普通国選弁護人契約弁護士が国選

弁護人に選任された裁判員の参加する刑事裁判

に関する法律第２条第１項の規定により同項の

合議体で取り扱うべき事件に、次の各号に掲げ

るいずれかの事由があるときは、当該普通国選

弁護人契約弁護士に支給すべき前条第１項の整

 

 

（新設） 
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理手続期日に対する加算報酬の額は、当該普通

国選弁護人契約弁護士が出頭した当該事由が生

じる前の同項の整理手続期日及び当該事由が生

じた同項の整理手続期日については、算定基準

別表Ｆに掲げる選任に係る被告事件の種類を裁

判員裁判事件として算定した額とする。 

一 第１回公判期日前に裁判員の参加する刑事

裁判に関する法律第３条第１項又は第３条の

２第１項の決定があったとき。 

二 第１回公判期日前に刑事訴訟法第３１２条

の規定により罰条が撤回又は変更されたた

め、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

第２条第１項の規定により同項の合議体で取

り扱うべき事件に該当しなくなったとき。 

（遠距離接見等加算報酬） 

第２７条 （略） 

２・３ （略） 

４ 遠距離移動が、他の国選弁護事件の手続期日

等への出頭、国選付添事件の手続期日への出席

又は国選被害者参加事件の公判期日等への出席

のための出張を兼ねる場合であって、当該遠距

離移動に対して、これらの事件に関して日当が

支給されるときは、最も高額なものをそれぞれ

の事件に按分した額とする。 

（遠距離接見等加算報酬） 

第２７条 （略） 

２・３ （略） 

４ 遠距離移動が、他の国選弁護事件の手続期日

等への出頭、国選付添事件若しくは国選被害者

参加事件の手続期日への出席又は被害者参加人

が出席することができる公判期日への出席のた

めの出張を兼ねる場合であって、当該遠距離移

動に対して、これらの事件に関して日当が支給

されるときは、最も高額なものをそれぞれの事

件に按分した額とする。 

（特別成果加算報酬） 

第３０条 （略） 

２ 即決被告事件以外の第一審の被告事件の国選

弁護人に選任された普通国選弁護人契約弁護士

が、選任に係る事件について、算定基準別表Ｇ

２の成果の欄に定める内容の裁判を得た場合で

あって、当該普通国選弁護人契約弁護士からそ

の旨申出があるときは、当該普通国選弁護人契

約弁護士に、当該別表に定める限度額の範囲内

において、当該普通国選弁護人契約弁護士に支

（特別成果加算報酬） 

第３０条 （略） 

２ 即決被告事件以外の第一審の被告事件の国選

弁護人に選任された普通国選弁護人契約弁護士

が、選任に係る事件について、算定基準別表Ｇ

２の成果の欄に定める内容の判決を得た場合で

あって、当該普通国選弁護人契約弁護士からそ

の旨申出があるときは、当該普通国選弁護人契

約弁護士に、当該別表に定める限度額の範囲内

において、当該普通国選弁護人契約弁護士に支
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給すべき通常報酬の額に、当該別表に定める率

を乗じて算出した額の特別成果加算報酬を支給

する。ただし、普通国選弁護人契約弁護士が公

訴事実を争わずに同基準別表Ｇ２の番号３、３

－２又は４に掲げる成果をあげたとき又は刑の

減軽若しくは免除の事由があることを争点とし

て弁護活動をすることなく同別表の番号５に掲

げる成果をあげたときは、当該特別成果加算報

酬は支給しない。 

３ （略） 

４ 即決被告事件以外の第一審の被告事件の国選

弁護人に選任された普通国選弁護人契約弁護士

が、選任に係る被告事件について、判決の罪と

なるべき事実（当該普通国選弁護人契約弁護士

が判決宣告前に解任されたときは、起訴状記載

の公訴事実。以下同じ。）に摘示された損害に

ついて、被害者に関し、算定基準別表Ｇ３の成

果の欄に定める内容の成果に向けた交渉その他

の活動を行い、当該成果をあげた場合であって、

当該成果に係る事実を証明する書面又は証人が

選任に係る被告事件の公判手続において証拠と

して取り調べられ、当該普通国選弁護人契約弁

護士からその旨申出があるときは、当該普通国

選弁護人契約弁護士に対し、当該別表の定める

ところに従い、当該別表の特別成果加算報酬の

額の欄に定める額の特別成果加算報酬を支給す

る。ただし、選任に係る被告事件が交通事故に

関する被告事件で、損害賠償責任保険によって

損害賠償に要する額が全額賄われたときは、当

該特別成果加算報酬は支給しない。 

５ 即決被告事件以外の第一審の被告事件の国選

弁護人に選任された普通国選弁護人契約弁護士

が、選任に係る被告事件について、公訴事実に

摘示された損害について、被害者に関し、算定

基準別表Ｇ３の成果の欄に定める内容の成果に

給すべき通常報酬の額に、当該別表に定める率

を乗じて算出した額の特別成果加算報酬を支給

する。ただし、普通国選弁護人契約弁護士が公

訴事実を争わずに同基準別表Ｇ２の番号３又は

４に掲げる成果をあげたとき又は刑の減軽若し

くは免除の事由があることを争点として弁護活

動をすることなく同別表の番号５に掲げる成果

をあげたときは、当該特別成果加算報酬は支給

しない。 

３ （略） 

４ 即決被告事件以外の第一審の被告事件の国選

弁護人に選任された普通国選弁護人契約弁護士

が、選任に係る被告事件について、判決の罪と

なるべき事実に摘示された損害について、被害

者に関し、算定基準別表Ｇ３の成果の欄に定め

る内容の成果をあげた場合であって、当該成果

に係る事実を証明する書面が選任に係る被告事

件の公判手続において証拠として取り調べら

れ、当該普通国選弁護人契約弁護士からその旨

申出があるときは、当該普通国選弁護人契約弁

護士に対し、当該別表の定めるところに従い、

当該別表の特別成果加算報酬の額の欄に定める

額の特別成果加算報酬を支給する。ただし、選

任に係る被告事件が交通事故に関する被告事件

で、損害賠償責任保険によって損害賠償に要す

る額が全額賄われたときは、当該特別成果加算

報酬は支給しない。 

 

 

 

（新設） 
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向けた交渉その他の活動を行い、当該成果をあ

げた場合において、当該成果に係る事実を証明

する書面が選任に係る被告事件の公判手続にお

いて証拠として取り調べられるよりも前に当該

普通国選弁護人契約弁護士が解任され、当該書

面を被告人又は後任の弁護人に引き継いだ場合

であって、当該普通国選弁護人契約弁護士から

その旨申出があるときは、当該普通国選弁護人

契約弁護士に対し、前項の例により、特別成果

加算報酬を支給する。 

（記録謄写費用） 

第３１条 （略） 

２・３ （略） 

４ 普通国選弁護人契約弁護士が、次の各号に掲

げる第一審の被告事件の国選弁護人に選任さ

れ、当該被告事件の記録を謄写し、当該普通国

選弁護人契約弁護士からその旨申出があるとき

は、謄写枚数の全部について、当該普通国選弁

護人契約弁護士に記録謄写費用を支給すること

とし、その額は、前３項の規定にかかわらず、

謄写枚数１枚につき、４０円（カラー謄写をし

たときはカラー謄写１枚につき１００円）又は

当該普通国選弁護人契約弁護士が記録謄写のた

めに現に支払った額のうちいずれか低い額とす

る。 

一～三 （略） 

四 記録の枚数が２０００を超える事件 

５～９ （略） 

（記録謄写費用） 

第３１条 （略） 

２・３ （略） 

４ 普通国選弁護人契約弁護士が、次の各号に掲

げる第一審の被告事件の国選弁護人に選任さ

れ、当該被告事件の記録を謄写し、当該普通国

選弁護人契約弁護士からその旨申出があるとき

は、謄写枚数の全部について、当該普通国選弁

護人契約弁護士に記録謄写費用を支給すること

とし、その額は、前３項の規定にかかわらず、

謄写枚数１枚につき、４０円（カラー謄写をし

たときはカラー謄写１枚につき１００円）又は

当該普通国選弁護人契約弁護士が記録謄写のた

めに現に支払った額のうちいずれか低い額とす

る。 

一～三 （略） 

四 記録の丁数が２０００を超える事件 

５～９ （略） 

（遠距離接見等交通費及び遠距離接見等宿泊

料） 

第３２条 （略） 

２・３ （略） 

４ 遠距離移動が、他の国選弁護事件の手続期日

等への出頭、国選付添事件の手続期日への出席

又は国選被害者参加事件の公判期日等への出席

（遠距離接見等交通費及び遠距離接見等宿泊

料） 

第３２条 （略） 

２・３ （略） 

４ 遠距離移動が、他の国選弁護事件の手続期日

等への出頭、国選付添事件若しくは国選被害者

参加事件の手続期日への出席又は被害者参加人
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のための出張を兼ねるときは、本件の遠距離接

見等交通費及び遠距離接見等宿泊料並びに他の

事件の旅費及び宿泊料の額は、次の各号に掲げ

る区分に従い、当該各号に定める額とする。 

 

一・二 （略） 

５ （略） 

が出席することができる公判期日への出席のた

めの出張を兼ねるときは、本件の遠距離接見等

交通費及び遠距離接見等宿泊料並びに他の事件

の旅費及び宿泊料の額は、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定める額とする。 

一・二 （略） 

５ （略） 

（手続期日等への出頭のための旅費、日当及び

宿泊料） 

第３３条 （略） 

２～６ （略） 

７ 手続期日等への出頭のための出張が他の国選

弁護事件の手続期日等への出頭、国選付添事件

の手続期日への出席又は国選被害者参加事件の

公判期日等への出席のための出張を兼ねるとき

は、本件の旅費、日当及び宿泊料の額並びに他

の事件の旅費、日当及び宿泊料の額は、次の各

号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額と

する。 

一・二 （略） 

（手続期日等への出頭のための旅費、日当及び

宿泊料） 

第３３条 （略） 

２～６ （略） 

７ 手続期日等への出頭のための出張が他の国選

弁護事件の手続期日等への出頭、国選付添事件

若しくは国選被害者参加事件の手続期日への出

席又は被害者参加人が出席することができる公

判期日への出席のための出張を兼ねるときは、

本件の旅費、日当及び宿泊料の額並びに他の事

件の旅費、日当及び宿泊料の額は、次の各号に

掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 

一・二 （略） 

（訴訟準備費用） 

第３５条 被疑者の国選弁護人に選任された普通

国選弁護人契約弁護士が、選任に係る事件に関

して、診断書の作成料、弁護士法第２３条の２

に基づく弁護士会照会の手数料又は行政機関が

発行する証明書の発行手数料（行政機関が保有

すべき情報を法令に基づき提供する役務に係る

手数料を含む。次項において同じ。）を支出し、

当該普通国選弁護人契約弁護士からその旨申出

があるときは、当該普通国選弁護人契約弁護士

に、３万円を限度として、訴訟準備費用として、

当該一般国選弁護人契約弁護士が現に支払った

額を支給する。 

２ （略） 

（訴訟準備費用） 

第３５条 被疑者の国選弁護人に選任された普通

国選弁護人契約弁護士が、選任に係る事件に関

して、診断書の作成料、弁護士法第２３条の２

に基づく弁護士会照会の手数料又は行政機関が

発行する証明書の発行手数料を支出し、当該普

通国選弁護人契約弁護士からその旨申出がある

ときは、当該普通国選弁護人契約弁護士に、３

万円を限度として、訴訟準備費用として、当該

一般国選弁護人契約弁護士が現に支払った額を

支給する。 

 

 

２ （略） 

（この約款に定める請求がなかったときの報酬 （この約款に定める請求がされなかったときの
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及び費用の算定等） 

第３６条 国選弁護人に選任された一般国選弁護

人契約弁護士が、選任に係る被疑事件又は被告

事件の報酬及び費用を請求しなかったときは、

当該一般国選弁護人契約弁護士に支給すべき報

酬及び費用の算定については、次の各号に掲げ

る区分に従い、当該各号に定めるものとする。 

 

 一～七 （略） 

２・３ （略） 

報酬及び費用の算定等） 

第３６条 国選弁護人に選任された一般国選弁護

人契約弁護士が、選任に係る被疑事件又は被告

事件の報酬及び費用を請求をしなかったとき

は、当該一般国選弁護人契約弁護士に支給すべ

き報酬及び費用の算定については、次の各号に

掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとす

る。 

 一～七 （略） 

２・３ （略） 

（報酬及び費用の種類） 

第３７条 控訴審の被告事件の国選弁護人に選任

された普通国選弁護人契約弁護士の報酬及び費

用は、次の各号に掲げるものとする。 

一 報酬 算定基準第９条第１号ア①、③（２）、

（４）、⑥、ウ及びエ 

二 （略） 

（報酬及び費用の種類） 

第３７条 控訴審の被告事件の国選弁護人に選任

された普通国選弁護人契約弁護士の報酬及び費

用は、次の各号に掲げるものとする。 

一 報酬 算定基準第９条第１号ア①、③（２）

から（４）まで、⑥、ウ及びエ 

二 （略） 

（基礎報酬） 

第３８条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の場合において、次の各号のいずれか

に該当する場合であって、普通国選弁護人契約

弁護士から申出があるときは、前項の規定にか

かわらず、当該普通国選弁護人契約弁護士に支

給すべき基礎報酬の額は、同項各号に定める額

に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める額（次の各号のうち二以上の号に掲げる

場合に該当するときは、当該二以上の号に定め

る額の合計額）を加算した額とする。 

一 控訴審において、公訴事実を争い、又は刑

事訴訟法第３３５条第２項の事実を主張する

とき（少年法第５５条に基づく家庭裁判所へ

の移送を主張するときを含む。） 前項各号

に定める額の１０％の額 

二 原審が裁判員裁判事件であるとき 前項各

（基礎報酬） 

第３８条 （略） 

２ （略） 

３ 原審の記録の丁数が１０００を超える場合で

あって、普通国選弁護人契約弁護士から申出が

あるときは、前項の規定にかかわらず、当該普

通国選弁護人契約弁護士に支給すべき基礎報酬

の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各

号に定める額とする。 

 

 

 

一 原審の記録の丁数が１０００を超え５００

０以下のとき 前項各号に定める額の１５

０％の額 

 

 

二 原審の記録の丁数が５０００を超え１万以
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号に定める額の５０％の額 

 

三 検察官が控訴した事件（当事者双方が控訴

した場合を含む。）であるとき 前項各号に

定める額の５０％の額 

下のとき 前項各号に定める額の２００％の

額 

三 原審の記録の丁数が１万を超えるとき 前

項各号に定める額の３００％の額 

（控訴審の被告事件の国選弁護人に選任された

普通国選弁護人契約弁護士が原審の国選弁護人

を務めていなかった場合の基礎報酬の算定の特

則） 

第３９条 控訴審の被告事件の国選弁護人を務め

た普通国選弁護人契約弁護士が、当該被告事件

の被告人の原審の被告事件の国選弁護人を務め

ていなかったときは、当該普通国選弁護人契約

弁護士に支給すべき控訴審の被告事件の国選弁

護人としての基礎報酬の額は、前条第２項各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定める額に１

万７０００円を加えた額とする。 

（控訴審の被告事件の国選弁護人に選任された

普通国選弁護人契約弁護士が第一審の国選弁護

人を務めていなかった場合の基礎報酬の算定の

特則） 

第３９条 控訴審の被告事件の国選弁護人を務め

た普通国選弁護人契約弁護士が、当該被告事件

の被告人の第一審の被告事件の国選弁護人を務

めていなかったときは、当該普通国選弁護人契

約弁護士に支給すべき控訴審の被告事件の国選

弁護人としての基礎報酬の額は、前条第２項各

号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額に

１万７０００円を加えた額とする。 

 （一定の事由がある場合の基礎報酬の算定に関

する特則） 

第４０条 控訴審の被告事件の国選弁護人に選任

された普通国選弁護人契約弁護士に、次の各号

に掲げるいずれかの事由があるときは、算定基

準第３８条第２項及び第３項の規定にかかわら

ず、当該普通国選弁護人契約弁護士に支給すべ

き基礎報酬の額は、同条第２項各号に掲げる基

礎報酬（前条の規定が適用される場合には適用

後の額）の５０％の額とし、重大案件加算報酬

及び特別案件加算報酬は支給しない。 

一 （略） 

二 被告人と接見、電話交通及び打合せを行う

ことなく控訴趣意書等を作成したとき（普通

国選弁護人契約弁護士が被告人に対して接見

又は打合せの申入れをし、当該普通国選弁護

人契約弁護士の責めに帰することのできない

事由により接見、電話交通及び打合せをする

 （一定の事由がある場合の基礎報酬の算定に関

する特則） 

第４０条 控訴審の被告事件の国選弁護人に選任

された普通国選弁護人契約弁護士に、次の各号

に掲げるいずれかの事由があるときは、算定基

準第３８条第２項及び第３項の規定にかかわら

ず、当該普通国選弁護人契約弁護士に支給すべ

き基礎報酬の額は、同条第２項各号に掲げる基

礎報酬（前条の規定が適用される場合には適用

後の額）の５０％の額とし、重大案件加算報酬

及び特別案件加算報酬は支給しない。 

一 （略） 

二 被告人と接見、電話交通及び打合せを行う

ことなく控訴趣意書等を作成したとき（普通

国選弁護人契約弁護士が被告人に対して接

見、電話交通又は打合せの申入れをし、当該

普通国選弁護人契約弁護士の責めに帰するこ

とのできない事由により接見、電話交通及び
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に至らなかったときを除く。）。 打合せをするに至らなかったときを除く。）。 

（控訴の取下げ等の場合の基礎報酬） 

第４１条 （略） 

２ 前項の基礎報酬の額は、算定基準別表Ａ４に

掲げる活動内容の区分に従い、当該別表に定め

る額とする。 

 

３ 第１項の場合において、算定基準第３８条

第３項各号のいずれかに該当する場合であっ

て、普通国選弁護人契約弁護士から申出があ

るときは、前項の規定にかかわらず、同条第

３項の規定を準用する。この場合において、

同項に「同項各号」及び「前項各号」とある

のは、「算定基準別表Ａ４に掲げる活動内容

の区分に従い、当該別表」と読み替えるもの

とする。 

（控訴の取下げ等の場合の基礎報酬） 

第４１条 （略） 

２ 前項の基礎報酬の額は、算定基準別表Ａ５の

記録の丁数の欄及び活動内容の欄に掲げる区分

に従い、当該別表の基礎報酬の額の欄に定める

額とする。 

（新設） 

（控訴審公判加算報酬） 

第４２条 控訴審の被告事件の国選弁護人に選任

された普通国選弁護人契約弁護士が選任に係る

被告事件の実質公判期日又は判決宣告期日等に

出頭したときは、当該普通国選弁護人契約弁護

士に控訴審公判加算報酬を支給する。 

 

２ 前項の控訴審公判加算報酬の額は、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とす

る。 

一 （略） 

（削る） 

 

二 （略） 

（控訴審公判加算報酬） 

第４２条 控訴審の被告事件の国選弁護人に選任

された普通国選弁護人契約弁護士が選任に係る

被告事件の実質公判期日、整理手続期日又は判

決宣告期日等に出頭したときは、当該普通国選

弁護人契約弁護士に控訴審公判加算報酬を支給

する。 

２ 前項の控訴審公判加算報酬の額は、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とす

る。 

一 （略） 

二 整理手続期日に対する加算報酬 出頭した

期日の回数×１万９００円 

三 （略） 

（特別成果加算報酬） 

第４４条 第一審の被告事件の国選弁護人に選任

された普通国選弁護人契約弁護士が算定基準第

３０条第２項、第４項又は第５項に規定する特

別成果加算報酬の支給を受けていたときは、当

（特別成果加算報酬） 

第４４条 第一審の被告事件の国選弁護人に選任

された普通国選弁護人契約弁護士が算定基準第

３０条第２項又は第４項に規定する特別成果加

算報酬の支給を受けていたときは、当該被告事
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該被告事件の控訴審の被告事件の国選弁護人に

選任された普通国選弁護人契約弁護士には、同

一の事由による特別成果加算報酬は支給しな

い。 

２ 刑事訴訟法第３９７条第２項の規定により原

判決が破棄されたときは、前項の規定にかかわ

らず、当該被告事件の控訴審の被告事件の国選

弁護人に選任された普通国選弁護人契約弁護士

に、同一の事由による特別成果加算報酬を支給

する。 

件の控訴審の被告事件の国選弁護人に選任され

た普通国選弁護人契約弁護士には、同一の事由

による特別成果加算報酬は支給しない。 

 

（新設） 

（準用規定） 

第４７条 前章の簡易裁判所以外の裁判所の第一

審の被告事件（即決被告事件及び裁判員裁判事

件を除く。）の国選弁護人に選任された普通国

選弁護人契約弁護士の報酬及び費用に関する規

定（算定基準第１６条を除く。）は、この章に特

別の定めがあるものを除いて、その性質に反し

ない限り、控訴審の被告事件の国選弁護人に選

任された普通国選弁護人契約弁護士の報酬及び

費用の額の算定についてこれを準用する。この

場合において、同基準第３１条第４項第２号に

「法定刑に死刑の定めがある罪に係る」とある

のは「原判決の宣告刑が死刑又は無期拘禁刑の」

と、同基準第３６条第３項に「選任に係る被告

事件が係属した裁判所の種類及び当該被告事件

の種類に応じて、公判前整理手続に付されない

ものとして（当該被告事件が裁判員裁判事件で

ある場合は公判前整理手続の回数が１回とし

て）」とあるのは「算定基準第３８条第２項及

び同基準第３９条の定めるところにより」と読

み替えるものとする。 

（準用規定） 

第４７条 前章の簡易裁判所以外の裁判所の第一

審の被告事件（即決被告事件及び裁判員裁判事

件を除く。）の国選弁護人に選任された普通国

選弁護人契約弁護士の報酬及び費用に関する規

定（算定基準第１６条を除く。）は、この章に特

別の定めがあるものを除いて、その性質に反し

ない限り、控訴審の被告事件の国選弁護人に選

任された普通国選弁護人契約弁護士の報酬及び

費用の額の算定についてこれを準用する。この

場合において、同基準第３１条第４項第２号に

「法定刑に死刑の定めがある罪に係る」とある

のは「原判決の宣告刑が死刑又は無期の懲役の」

と、同基準第３６条第３項に「選任に係る被告

事件が係属した裁判所の種類及び当該被告事件

の種類に応じて、公判前整理手続に付されない

ものとして（当該被告事件が裁判員裁判事件で

ある場合は公判前整理手続の回数が１回とし

て）」とあるのは「算定基準第３８条第２項及

び同基準第３９条の定めるところにより」と読

み替えるものとする。 

（基礎報酬） 

第４９条 （略） 

２ 前項の場合において、次の各号のいずれかに

該当する場合であって、普通国選弁護人契約弁

（基礎報酬） 

第４９条 （略） 

２ 原審の記録の丁数が１０００を超える場合で

あって、普通国選弁護人契約弁護士から申出が
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護士から申出があるときは、同項の規定にかか

わらず、当該普通国選弁護人契約弁護士に支給

すべき基礎報酬の額は、同項各号に定める額に、

次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る額（次の各号のうち二以上の号に掲げる場合

に該当するときは、当該二以上の号に定める額

の合計額）を加算した額とする。 

一 上告審において、公訴事実を争い、又は刑

事訴訟法第３３５条第２項の事実を主張す

るとき（少年法第５５条に基づく家庭裁判所

への移送を主張するときを含む。） 前項各

号に定める額の１０％の額 

二 第一審が裁判員裁判事件であるとき 前

項各号に定める額の５０％の額 

 

三 検察官が上告した事件（当事者双方が上告

した場合を含む。）であるとき 前項各号に

定める額の５０％の額 

あるときは、前項の規定にかかわらず、当該普

通国選弁護人契約弁護士に支給すべき基礎報酬

の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各

号に定める額とする。 

 

 

 

一 原審の記録の丁数が１０００を超え５００

０以下のとき 前項各号に定める額の１５

０％の額 

 

 

二 原審の記録の丁数が５０００を超え１万以

下のとき 前項各号に定める額の２００％の

額 

三 原審の記録の丁数が１万を超えるとき 前

項各号に定める額の３００％の額 

（準用規定） 

第５４条 第３章の規定は、この章に特別の定め

のある場合を除いて、その性質に反しない限り、

上告審の被告事件の国選弁護人に選任された普

通国選弁護人契約弁護士に支給すべき報酬及び

費用の額の算定についてこれを準用する。この

場合において、算定基準第４１条第３項に「第

３８条第３項各号」とあるのは「第４９条第２

項各号」と、「同条第３項」とあるのは「同条第

２項」と、同基準第４７条に「原判決の宣告刑」

とあるのは「原審の判決の内容」と読み替える

ものとする。 

（準用規定） 

第５４条 第３章の規定は、この章に特別の定め

のある場合を除いて、その性質に反しない限り、

上告審の被告事件の国選弁護人に選任された普

通国選弁護人契約弁護士に支給すべき報酬及び

費用の額の算定についてこれを準用する。この

場合において、算定基準第３１条第４項第２号

に「法定刑に死刑の定めがある罪に係る」とあ

るのは「原審の判決の内容が死刑又は無期の懲

役の」と読み替えるものとする。 
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国選弁護人の事務に関する契約約款 新旧対照表 

（下線は改正箇所） 

■国選弁護人の事務に関する契約約款 別紙算定基準別表Ａ４、Ａ５、Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３ 

改 正 後（新） 改 正 前（旧） 

別表Ａ４ 

番号 活動内容 基礎報酬の額 

（略） （略） （略） 

6 被告人との接見、電話交通又は打合

せを行い、かつ、選任に係る被告事

件の記録の閲覧又は謄写を行った

上、当該記録を十分に検討し、裁判

所に意見書その他これに準ずる書

面の提出をしたとき 

¥30,000 

※ 普通国選弁護人契約弁護士が、被告人に接見若しくは打合せの申入れ

をし、当該普通国選弁護人契約弁護士の責めに帰することのできない事

由により被告人と接見、電話交通及び打合せをすることができなかった

場合又は被告人と接見、電話交通及び打合せをせず、裁判所に意見書そ

の他これに準ずる書面の提出をした場合であって、当該普通国選弁護人

契約弁護士からその旨申出があるときは、当該普通国選弁護人契約弁護

士に支給すべき基礎報酬の額は、その活動内容に応じて、番号 1、4、5

又は 6 に準じて、当該各番号の欄の基礎報酬の額から 4,000 円を減じた

額とする。 

別表Ａ４ 

番号 活動内容 基礎報酬の額 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

※ 普通国選弁護人契約弁護士が、被告人に接見若しくは打合せの申し

入れをし、当該普通国選弁護人契約弁護士の責めに帰することのでき

ない事由により被告人と接見、電話交通及び打合せをすることができ

なかった場合、又は被告人と接見、電話交通及び打合せをせず、裁判

所に意見書その他これに準ずる書面の提出をした場合であって、当該

普通国選弁護人契約弁護士からその旨申出があるときは、当該普通国

選弁護人契約弁護士に支給すべき基礎報酬の額は、その活動内容に応

じて、番号 1、4 又は 5 に準じて、当該各番号の欄の基礎報酬の額か

ら 4,000 円を減じた額とする。 

（削る） 別表Ａ５ （略） 
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別表Ｇ１ 

番号 活動内容 成果 特別成果加算報酬の額 

(略) (略) （略） （略） 

3 被疑事実に

係る被害者

等からの減

刑嘆願書の

取得、当該被

害者等に対

する損害賠

償又は当該

被害者等と

の和解契約

の締結に向

けた交渉そ

の他の活動 

被疑事実に

係る被害に

関して、被害

者等からの

減刑嘆願書

の取得 

Ａ 

 

１人目の被害者と

の間で、左の成果を

あげたとき、右の額

を加算 

\5,000 

Ｂ ２人目以降の被害

者との間で、左の成

果をあげたとき、当

該成果の生じた被

害者１人につき右

の額を加算 

 

 

 

\500 

4 被疑事実に

係る被害に

関して、被害

者等が被っ

たすべての

損害の50%相

当額以上の

Ａ １人目の被害者と

の間で、左の成果を

あげたとき、右の額

を加算 

\10,000 

Ｂ ２人目以降の被害

者との間で、左の成

果をあげたとき、当

\1,000 

別表Ｇ１ 

番号 活動内容 成果 特別成果加算報酬の額 

(略) (略) （略） （略） 

3 被疑事実に

係る被害者

等（被害者、

被害者が死

亡した場合

の被害者の

相続人、被害

者が未成年

である場合

又は被害者

の精神に重

大な故障が

ある場合の

被害者の法

定代理人及

びこれに準

じる者をい

う。以下同

じ。）からの

減刑嘆願書

被疑事実に

係る被害に

関して、被害

者等からの

減刑嘆願書

の取得 

 

 

 

 

 

 

 

被疑事実に

係る被害者

が 1 人 

 

被疑事実に

係る被害者1

人につき、右

の額を被害

者の数で除

して得た額 

\5,000 

被疑事実に

係る被害者

が 2 人 

\6,000 

被疑事実に

係る被害者

が 3 人 

\7,000 

被疑事実に

係る被害者

が 4 人以上 

\8,000 

4 被疑事実に

係る被害に

関して、被害

者等が被っ

たすべての

損害の 50%相

当分以上の

被疑事実に

係る被害者

が 1 人 

 

被疑事実に

係る被害者1

人につき、右

の額を被害

者の数で除

して得た額 

\10,000 

被疑事実に

係る被害者

が 2 人 

\12,000 
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損害の賠償 該成果の生じた被

害者１人につき右

の額を加算 

 

 

 

5 被疑事実に

係る被害に

関して、被害

者等が被っ

たすべての

損害の 100%

相当額以上

の損害の賠

償 

Ａ １人目の被害者と

の間で、左の成果を

あげたとき、右の額

を加算 

\20,000 

Ｂ ２人目以降の被害

者との間で、左の成

果をあげたとき、当

該成果の生じた被

害者１人につき右

の額を加算 

 

 

 

\2,000 

6 被疑事実に

係る被害に

関して、被害

者等が被っ

Ａ １人目の被害者と

の間で、左の成果を

あげたとき、右の額

を加算 

\30,000 

（被疑者又

は被告人を

宥恕し寛大

な処分を求

める内容の

文書をいう。

以下同じ。）

の取得、当該

被害者等に

対する損害

賠償又は当

該被害者等

との和解契

約の締結に

向けた交渉

その他の活

動 

損害の賠償 

 

 

被疑事実に

係る被害者

が 3 人 

\14,000 

被疑事実に

係る被害者

が 4 人以上 

\16,000 

5 被疑事実に

係る被害に

関して、被害

者等が被っ

たすべての

損害につい

て実質的な

賠償 

被疑事実に

係る被害者

が 1 人 

 

被疑事実に

係る被害者1

人につき、右

の額を被害

者の数で除

して得た額 

\20,000 

被疑事実に

係る被害者

が 2 人 

\24,000 

被疑事実に

係る被害者

が 3 人 

\28,000 

被疑事実に

係る被害者

が 4 人以上 

\32,000 

6 被疑事実に

係る被害に

関して、被害

者等が被っ

被疑事実に

係る被害者

が 1 人 

 

被疑事実に

係る被害者1

人につき、右

の額を被害

\30,000 
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たすべての

損害につい

て、被害者等

との間での

和解契約の

成立 

Ｂ ２人目以降の被害

者との間で、左の成

果をあげたとき、当

該成果の生じた被

害者１人につき右

の額を加算 

 

 

 

\3,000 

※ 番号1、1-2又は2の活動内容に掲げる活動をし、当該活動に対する特

別成果加算報酬（以下この表において「身柄釈放加算報酬」という。）

が支給され、かつ、番号3から6までの活動内容に掲げる活動をし、当

該活動に対する特別成果加算報酬（以下この表において「被疑者段階

の示談等加算報酬」という。）が支給される場合は、身柄釈放加算報酬

の額と被疑者段階の示談等加算報酬の額のうち、いずれか高いものの

みを支給する。 

※ 番号3から6までについて、被害者1人について、これらが掲げる成果

のうちの複数の成果をあげたときは、特別成果加算報酬の額の最も高

いもののみを支給する。 

※ 複数の被害者について、番号 3 から 6 までに掲げる複数の成果をあ

げたときは、特別成果加算報酬の額の最も高いものを１人目の被害者

としてＡ欄の特別成果加算報酬の額を加算し、２人目以降の被害者に

係る成果はその番号に応じてＢ欄の特別成果加算報酬の額を順次加算

たすべての

損害につい

て、被害者等

との間での

和解契約の

成立 

被疑事実に

係る被害者

が 2 人 

者の数で除

して得た額 

\36,000 

被疑事実に

係る被害者

が 3 人 

\42,000 

被疑事実に

係る被害者

が 4 人以上 

\48,000 

※ 番号 3 から 6 までについては、番号 1、1-2 又は 2 の活動内容に掲

げる活動をし、当該活動に対する特別成果加算報酬が支給される場合

を除く。 

 

 

 

 

※ 番号 3から 6 までについて、被害者 1 人について、これらが掲げる

成果のうちの複数の成果をあげたときは、特別成果加算報酬の額の最

も高いもののみを支給する。 

※ 複数の被害者について、番号 3 から 6 までに掲げる複数の成果を

あげたときは、次の①から⑦までに定める方法により特別成果加算報

酬の額を算定する。 

① 最も高い番号の成果に係る被害者の数に応じて特別成果加算報
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する方法により、特別成果加算報酬の額を算定する。 酬を算定する。 

② 最も高い番号の成果を２番目に高い番号の成果とみなして、当該

成果に係る被害者の数に応じて特別成果加算報酬を算定する。 

③ 最も高い番号の成果及び２番目に高い番号の成果を３番目に高

い番号の成果とみなして、当該成果に係る被害者の数に応じて特別

成果加算報酬を算定する。 

④ 最も高い番号の成果、２番目に高い番号の成果及び３番目に高い

番号の成果を４番目に高い番号の成果とみなして、当該成果に係る

被害者の数に応じて特別成果加算報酬を算定する。 

⑤ 被疑事実に係るすべての被害者について、最も低い番号の成果を

あげた場合の特別成果加算報酬を算定する（被疑事実に係る被害者

の一部について番号 3 から 6 までに掲げる成果がないときは０円

と算定する。）。 

⑥ ①から⑤までの額を比べ、最も高い額を特別成果加算報酬の額と

する。 

⑦ ただし、番号 4 から 6 までに掲げる成果が含まれる場合で、被疑

事実に係るすべての損害の 50%相当分以上の損害の賠償をしたと

きは、⑥で算定される特別成果加算報酬の額と１万円とを比べ、高

い方の額を特別成果加算報酬の額とする。 

別表Ｇ２ 

番号 成果 特別成果加算報酬の

割合 

(略) （略） （略） 

別表Ｇ２ 

番号 成果 特別成果加算報

酬の割合 

(略) （略） （略） 
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2 （略） 50％ 

2-2 少年法第55条に基づく家庭裁判所への

移送決定がされたとき 

3 （略） 30％ 

3-2 法定刑が死刑又は無期拘禁刑のみであ

る罪に係る公訴事実に対して、判決で、

それ以外の罪に係る犯罪事実が認定さ

れたとき 

4 法定刑に死刑又は無期若しくは短期１

年以上の拘禁刑の定めがある罪に係る

公訴事実に対して、判決で、それ以外の

罪に係る犯罪事実が認定されたとき 

 

5 （略） 

※ 番号3から5までについては、番号1、2又は2-2に掲げる成果をあげ、

当該成果に対する特別成果加算報酬が支給される場合を除く。 

※ 番号3から5までに掲げる複数の成果をあげたときは、いずれか一つの

成果に対する特別成果加算報酬のみを支給する。 

※ 番号1については50万円、番号2及び2-2については30万円、番号3から

5までについては20万円を限度額とする。 

2 （略） 50％ 

(新設)  

 

3 （略） 30％ 

(新設）  

 

 

 

4 法定刑に死刑又は無期若しくは短期１

年以上の懲役若しくは禁錮の定めがあ

る罪に係る公訴事実に対して、判決で、

それ以外の罪に係る犯罪事実が認定さ

れたとき 

5 （略） 

※ 番号3から5までについては、番号1又は2に掲げる成果をあげ、当該

成果に対する特別成果加算報酬が支給される場合を除く。 

※ 番号3から5までに掲げる複数の成果をあげたときは、いずれか一つ

の成果に対する特別成果加算報酬のみを支給する。 

※ 番号 1については 50 万円、番号 2 については 30 万円、番号 3 から

5 までについては 20 万円を限度額とする。 

別表Ｇ３ 

番号 成果 特別成果加算報酬の額 

1 判決の罪となる Ａ １人目の被害者との間で、左の \5,000 

別表Ｇ３ 

番号 成果 特別成果加算報酬の額 

1 判決の罪となる 判決に摘示 判決に摘示された被 \5,000 
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べき事実に摘示

された被害に関

し、被害者等から

減刑嘆願書を得

た場合又は公判

手続において被

害者等から減刑

嘆願証言を得た

場合 

 

 

成果をあげたとき、右の額を加

算 

Ｂ ２人目以降の被害者との間で、

左の成果をあげたとき、当該成

果の生じた被害者１人につき右

の額を加算 

\500 

2 判決の罪となる

べき事実に摘示

された被害に関

し、被害者等が被

ったすべての損

害の50%相当額以

上について損害

賠償をした場合 

Ａ １人目の被害者との間で、左の

成果をあげたとき、右の額を加

算 

\10,000 

Ｂ ２人目以降の被害者との間で、

左の成果をあげたとき、当該成

果の生じた被害者１人につき右

の額を加算 

 

 

 

 

 

\1,000 

べき事実に摘示

された被害に関

し、被害者等から

減刑嘆願書を得

た場合 

された被害

者が1人 

害者1人につき、右の

額を被害者の数で除

して得た額 

 

判決に摘示

された被害

者が2人 

\6,000 

判決に摘示

された被害

者が3人 

\7,000 

判決に摘示

された被害

者が4人以上 

\8,000 

2 判決の罪となる

べき事実に摘示

された被害に関

し、被害者等が被

ったすべての損

害の50%相当額以

上について損害

賠償をした場合 

判決に摘示

された被害

者が 1 人 

判決に摘示された被

害者1人につき、右の

額を被害者の数で除

して得た額 

\10,000 

判決に摘示

された被害

者が 2 人 

\12,000 

判決に摘示

された被害

者が 3 人 

\14,000 

判決に摘示

された被害

者が 4 人以

\16,000 
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3 判決の罪となる

べき事実に摘示

された被害に関

し、被害者等が被

ったすべての損

害の100%相当額

以上について損

害賠償をした場

合 

Ａ １人目の被害者との間で、左の

成果をあげたとき、右の額を加

算 

\20,000 

Ｂ ２人目以降の被害者との間で、

左の成果をあげたとき、当該成

果の生じた被害者１人につき右

の額を加算 

 

 

 

 

 

 

\2,000 

4 被害者等との間

で、判決の罪とな

るべき事実に摘

示された被害に

関し、被害者等が

被ったすべての

損害について、和

解契約を成立さ

せた場合 

Ａ １人目の被害者との間で、左の

成果をあげたとき、右の額を加

算 

\30,000 

Ｂ ２人目以降の被害者との間で、

左の成果をあげたとき、当該成

果の生じた被害者１人につき右

の額を加算 

 

 

\3,000 

上 

3 判決の罪となる

べき事実に摘示

された被害に関

し、被害者等が被

ったすべての損

害について、実質

的に損害賠償を

した場合 

 

 

 

 

 

判決に摘示

された被害

者が 1 人 

判決に摘示された被

害者1人につき、右の

額を被害者の数で除

して得た額 

\20,000 

判決に摘示

された被害

者が 2 人 

\24,000 

判決に摘示

された被害

者が 3 人 

\28,000 

判決に摘示

された被害

者が 4 人以

上 

\32,000 

4 被害者等との間

で、判決の罪とな

るべき事実に摘

示された被害に

関し、被害者等が

被ったすべての

損害について、和

解契約を成立さ

せた場合 

判決に摘示

された被害

者が 1 人 

判決に摘示された被

害者1人につき、右の

額を被害者の数で除

して得た額 

\30,000 

判決に摘示

された被害

者が 2 人 

\36,000 

判決に摘示

された被害

者が 3 人 

\42,000 
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※ 被害者1人について、番号１から４までに掲げる成果のうちの複数の

成果をあげたときは、特別成果加算報酬の額の最も高いもののみを支給

する。 

※ 複数の被害者について、番号１から４までに掲げる複数の成果をあげ

たときは、特別成果加算報酬の額の最も高いものを１人目の被害者とし

てＡ欄の特別成果加算報酬の額を加算し、２人目以降の被害者に係る成

果はその番号に応じてＢ欄の特別成果加算報酬の額を順次加算する方

法により、特別成果加算報酬の額を算定する。 

判決に摘示

された被害

者が 4 人以

上 

\48,000 

※ 被害者 1 人について、番号１から４までに掲げる成果のうちの複数

の成果をあげたときは、特別成果加算報酬の額の最も高いもののみを

支給する。 

※ 複数の被害者について、番号１から４までに掲げる複数の成果をあ

げたときは、次の①から⑦までに定める方法により特別成果加算報酬

の額を算定する。 

① 最も高い番号の成果に係る被害者の数に応じて特別成果加算報

酬を算定する。 

② 最も高い番号の成果を２番目に高い番号の成果とみなして、当

該成果に係る被害者の数に応じて特別成果加算報酬を算定する。 

③ 最も高い番号の成果及び２番目に高い番号の成果を３番目に高

い番号の成果とみなして、当該成果に係る被害者の数に応じて特

別成果加算報酬を算定する。 

④ 最も高い番号の成果、２番目に高い番号の成果及び３番目に高

い番号の成果を４番目に高い番号の成果とみなして、当該成果に

係る被害者の数に応じて特別成果加算報酬を算定する。 

⑤ 判決に摘示されたすべての被害者について、最も低い番号の成

果をあげた場合の特別成果加算報酬を算定する（判決に摘示され

た被害者の一部について番号 1 から 4 までに掲げる成果がないと
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きは０円と算定する。）。 

⑥ ①から⑤までの額を比べ、最も高い額を特別成果加算報酬の額

とする。 

⑦ ただし、番号 2 から 4 までに掲げる成果が含まれる場合で、判

決に摘示されたすべての被害に係る損害の 50%相当分以上の損害

の賠償をしたときは、⑥で算定される特別成果加算報酬の額と１

万円とを比べ、高い方の額を特別成果加算報酬の額とする。 
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